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職
場
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、
近
時
の
法
令
等
整
備
に
伴
い
、
各
企

業
で
対
応
が
進
め
ら
れ
る
な
か
、
金
融
機
関
に
お
い
て
は
若
手
職
員
の
退
職

原
因
の
一
つ
と
し
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
で
す
。
一
方
、
内
部
通
報
制

度
に
つ
い
て
は
、
公
益
通
報
者
保
護
法
改
正
か
ら
１
年
を
経
過
し
、
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
や
不
祥
事
等
防
止
に
向
け
た
実
効
性
の
向
上
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

　
本
座
談
会
で
は
、
こ
の
２
つ
の
テ
ー
マ
を
主
軸
に
、
特
に
地
域
金
融
機
関

の
現
場
に
お
け
る
実
情
や
課
題
、
ま
た
今
後
の
制
度
活
用
に
向
け
た
あ
る
べ

き
対
応
に
つ
い
て
、
識
者
を
迎
え
議
論
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
な
お
、
座
談
会
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
参
加
者
の
現
に
所
属
す
る
組
織
・

事
務
所
、
ま
た
過
去
に
所
属
し
た
組
織
等
の
意
見
・
見
解
で
は
な
く
、
個
人

の
意
見
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
い
た
し
ま
す
。

宇
佐
美　
本
日
の
座
談
会
で
は
、
昨

年
に
法
改
正
が
あ
り
ま
し
た
内
部
通

報
制
度
と
そ
れ
に
伴
う
諸
問
題
、
特

に
地
域
金
融
機
関
に
お
け
る
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
を
巡
る
課
題
に
つ
い
て
探
っ

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
問
題
は
人
的
資
本
や
人

事
管
理
、
あ
る
い
は
内
部
管
理
体
制

や
不
祥
事
対
応
と
い
っ
た
分
野
に
も

大
き
く
影
響
し
て
き
ま
す
が
、
本
日

は
ご
見
識
あ
る
先
生
方
に
お
集
ま
り

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
ず
は
皆
様
、
自
己
紹
介
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

川
西　
の
ぞ
み
総
合
法
律
事
務
所
の

弁
護
士
の
川
西
と
申
し
ま
す
。

　
私
は
、
金
融
機
関
の
法
務
、
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
危
機
管
理
業
務
を

主
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
の

中
で
、
内
部
通
報
対
応
も
主
た
る
業

務
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
東
京
弁
護
士
会
の
公
益
通
報
者

保
護
特
別
委
員
会
の
委
員
も
務
め
て

お
り
ま
す
。

　
本
日
の
主
題
は
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

と
内
部
通
報
制
度
の
課
題
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
私
か
ら
は
主
に
内
部
通

報
対
応
の
観
点
か
ら
、
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
に
関
し
て
見
え
て
く
る
課
題
に
つ

い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

松
林　
同
じ
く
、
の
ぞ
み
総
合
法
律

ハラスメントと
内部通報制度（上）

̶̶地域金融機関における公益通報者保護法改正後の課題と対応
●内部通報制度の現状と課題
●地域金融機関における内部通報の内容と傾向
●組織内部の対応における課題
●内部通報制度の運用と実効性
●ハラスメントの現状と地域金融機関の対応
●金融機関の特性と求められる教育研修
●ハラスメント世代の認識と意識のアップデート
●ハラスメントに対する処分のあり方の課題

のぞみ総合法律事務所 弁護士 

川西 拓人
株式会社金融監査コンプライアンス研究所 代表取締役

宇佐美 豊　（司会）
のぞみ総合法律事務所 弁護士 

松林 智紀

岩田合同法律事務所 弁護士

杉坂 春奈

【座談会】
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上
（
本
誌
前
号
４
頁
）
で
は
、
本

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
中
間
報
告
に
つ

い
て
概
説
し
た
が
、
下
と
な
る
本
号

で
は
、
中
間
報
告
を
踏
ま
え
て
国
会

に
提
出
さ
れ
た
本
法
案
に
つ
い
て
概

説
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
金
融
事

業
者
の
業
務
運
営
に
関
す
る
留
意
点

に
つ
い
て
考
察
す
る
。

三
　
本
法
案
の
概
要

　
上
で
概
説
し
た
中
間
報
告
の
ほ

か
、
金
融
審
議
会
市
場
制
度
ワ
ー
キ

ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
第
二
次
中
間
整
理

お
よ
び
金
融
審
議
会
「
デ
ィ
ス
ク

ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー

プ
」
報
告
も
踏
ま
え
、
２
０
２
３
年

３
月
14
日
、
第
２
１
１
回
国
会
（
通

常
国
会
）に
本
法
案
が
提
出
さ
れ
た
。

本
法
案
は
、
中
間
報
告
等
の
内
容
を

受
け
て
、
金
商
法
お
よ
び
そ
の
関
連

法
の
改
正
を
提
案
す
る
も
の
で
あ

り
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展
等
の
金
融

お
よ
び
資
本
市
場
を
め
ぐ
る
環
境
変

化
に
対
応
し
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
顧

客
等
の
利
便
の
向
上
お
よ
び
保
護
を

図
る
た
め
、「
顧
客
本
位
の
業
務
運

営・金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
」「
企
業
開
示
」

等
に
関
す
る
制
度
を
整
備
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

　
本
稿
で
は
、
本
法
案
の
う
ち
、
中

間
報
告
に
関
連
す
る
点
の
み
を
取
り

上
げ
る
こ
と
と
す
る
が
（
図
表
３
参

照
）、
そ
の
主
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
し

て
は
、
⒜
金
商
法
に
つ
い
て
は
、
実

質
的
情
報
提
供
義
務
の
ル
ー
ル
化

が
、
⒝
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関

す
る
法
律
（
以
下
、「
金
サ
法
」
と

い
う
）
に
つ
い
て
は
、
①
法
律
の
名

称
及
び
目
的
の
変
更
（
注
７
）、
②

顧
客
の
最
善
の
利
益
を
勘
案
し
た
横

断
的
な
誠
実
公
正
義
務
の
新
設
、
な

ら
び
に
③
資
産
形
成
支
援
お
よ
び
金

融
教
育
推
進
に
係
る
規
定
の
新
設
が

挙
げ
ら
れ
る
（
以
下
、
本
法
案
の
関

係
資
料
と
し
て
提
出
さ
れ
た
金
商
法

の
改
正
案
を
「
金
商
法
改
正
案
」、

金
サ
法
の
改
正
案
を
「
金
サ
法
改
正

案
」
と
い
う
）。

　
な
お
、
本
法
案
が
成
立
す
れ
ば
、

原
則
と
し
て
、
そ
の
公
布
日
か
ら
起

算
し
て
１
年
以
内
の
政
令
に
よ
っ
て

指
定
さ
れ
た
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
（
注
８
）。

１ 

　
契
約
締
結
前
・
契
約
締
結

時
等
の
顧
客
へ
の
情
報
提
供

等
に
関
す
る
規
定
の
整
備

　
現
行
法
で
は
、
金
融
商
品
取
引
業

者
等
に
対
し
て
、
契
約
締
結
前
や
契

約
締
結
時
に
お
け
る
法
令
で
定
め
る

事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
の
交
付
義

務
が
課
さ
れ
（
金
商
法
37
条
の
３
第

１
項
、
37
条
の
４
第
１
項
）、「
顧
客

の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び

金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
す
る
目

的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ

れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度

に
よ
る
説
明
」
を
す
る
こ
と
な
く
金

顧
客
の
最
善
の
利
益
を
勘
案
し
た
業
務
運
営
（
下
）

―
―
金
融
審
議
会
市
場
制
度
Ｗ
Ｇ
顧
客
本
位
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス

中
間
報
告
・
金
商
法
等
改
正
法
案
を
踏
ま
え
て

シ
テ
ィ
ユ
ー
ワ
法
律
事
務
所 

弁
護
士
　
齋
藤 

　
崇
・
伊
藤 

　
翼

今月の解説①
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は
じ
め
に

　
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法

律（
以
下
、「
区
分
所
有
法
」と
い
う
）

の
改
正
に
向
け
た
検
討
が
、
法
制
審

議
会
区
分
所
有
法
制
部
会
に
お
い
て

進
め
ら
れ
て
い
る
。
改
正
が
さ
れ
た

場
合
、
例
え
ば
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
に

つ
い
て
の
法
律
関
係
が
変
わ
る
こ
と

に
な
り
、
大
き
な
社
会
的
影
響
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
検
討
状
況
の

概
要
を
紹
介
す
る
（
注
１
）。

　
な
お
、
本
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
後
半
「
２　

改
正
に
係
る
実
務
へ
の
影
響
」
で
は

部
会
資
料
を
交
え
た
解
説
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

一　
区
分
所
有
法
と
は

　
マ
ン
シ
ョ
ン
や
ビ
ル
の
よ
う
に
、

内
部
に
構
造
上
区
分
さ
れ
た
複
数
の

部
分
が
あ
り
、
そ
の
部
分
を
住
居
、

店
舗
、
事
務
所
等
の
建
物
と
し
て
の

用
途
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
建

物
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
建
物
に
つ

い
て
、
建
物
全
体
を
一
人
の
者
が
所

有
し
、
ま
た
は
複
数
人
が
共
有
す
る

場
合
の
ほ
か
、
建
物
内
の
区
分
さ
れ

た
前
記
部
分
を
異
な
る
者
が
所
有
す

る
場
合
が
あ
る
（
以
下
、
こ
の
場
合

の
建
物
を
「
区
分
所
有
建
物
」
と
い

う
）。
後
者
の
場
合
、
一
個
の
建
物

と
い
う
一
個
の
所
有
権
の
客
体
と
な

る
べ
き
物
の
一
部
に
独
立
の
所
有
権

が
成
立
す
る
と
い
う
、
一
物
一
権
主

義
に
反
し
民
法
に
お
い
て
想
定
さ
れ

て
い
な
い
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
関
係
を
規

律
す
る
も
の
と
し
て
区
分
所
有
法
が

設
け
ら
れ
て
い
る
（
注
２
）。

　
同
法
に
は
、
区
分
所
有
建
物
や
そ

の
敷
地
等
に
成
立
す
る
権
利
、
建
物

や
敷
地
等
の
管
理
処
分
の
あ
り
方
等

に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る

（
注
３
）。
例
え
ば
、
建
物
内
の
構
造

上
区
分
さ
れ
た
部
分
を
客
体
と
す
る

所
有
権
を
区
分
所
有
権
（
２
条
１

項
）、
区
分
所
有
権
の
客
体
と
な
る

建
物
部
分
を
専
有
部
分
と
よ
ぶ
こ
と

（
２
条
３
項
）、
専
有
部
分
以
外
の
建

物
部
分
等
を
共
用
部
分
と
い
い
（
２

条
４
項
）、
共
用
部
分
は
原
則
と
し

て
区
分
所
有
者
全
員
の
共
有
に
属
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
（
11
条
１
項
本

文
）、
も
っ
と
も
共
用
部
分
の
管
理

処
分
に
つ
い
て
は
、
物
の
共
有
一
般

と
異
な
る
特
質
（
共
有
者
が
相
当
多

数
に
上
り
得
る
こ
と
、
区
分
所
有
者

は
区
分
所
有
権
を
有
す
る
限
り
共
用

部
分
等
の
共
有
者
で
あ
る
こ
と
を
免

れ
な
い
こ
と
、
区
分
所
有
者
は
自
己

の
区
分
所
有
権
の
使
用
・
収
益
・
処

分
と
生
活
・
事
業
の
前
提
を
整
え
る

と
い
う
共
通
の
目
的
の
下
に
共
用
部

分
を
共
有
す
る
こ
と
な
ど
）
に
鑑
み

て
民
法
の
共
有
の
規
定
の
適
用
を
排

除
し
（
12
条
参
照
）、
区
分
所
有
者

は
団
体
（
一
般
に
管
理
組
合
と
よ
ば

れ
て
い
る
団
体
）
を
構
成
し
て
建
物

等
の
管
理
・
処
分
を
す
る
も
の
と
す

区
分
所
有
法
改
正
と
実
務
で
の
捉
え
方

区
分
所
有
法
改
正
と
実
務
で
の
捉
え
方

　
１　
区
分
所
有
法
と
そ
の
改
正
に
向
け
た
動
き
の
概
要

　
１　
区
分
所
有
法
と
そ
の
改
正
に
向
け
た
動
き
の
概
要

同
志
社
大
学
大
学
院

同
志
社
大
学
大
学
院  

司
法
研
究
科

司
法
研
究
科  

教
授
教
授
　　
佐
久
間
佐
久
間  

毅毅

T
O
P
I
C
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は
じ
め
に

　
区
分
所
有
法
が
改
正
さ
れ
た
場

合
、
区
分
所
有
建
物
で
あ
る
マ
ン

シ
ョ
ン
ま
た
は
商
業
ビ
ル
に
お
い

て
、
実
務
へ
の
影
響
と
し
て
考
え
ら

れ
る
事
項
や
対
応
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
、
法
制
審
議
会
の
部
会
資
料
や

議
事
録
等
を
踏
ま
え
解
説
す
る
。

　
な
お
、
本
稿
は
、
２
０
２
３
年
６

月
中
間
試
案
（
案
）
部
会
資
料
19
ま

で
の
時
点
の
法
制
審
議
会
審
議
中
の

議
論
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
た

め
、
中
間
試
案
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
の
公
表
や
今
後
の
審
議

状
況
を
法
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
ご

確
認
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
改
正
法

が
成
立
し
た
際
に
お
い
て
、
再
度
、

実
務
面
の
検
討
を
お
願
い
す
る
次
第

で
あ
る
。

一 　
建
替
え
の
円
滑
化
、

そ
の
① 
建
替
え
決
議
の

要
件
緩
和（
部
会
資
料

19
第
２
、１
⑴
）

　
高
経
年
の
区
分
所
有
建
物
の
増
加

と
区
分
所
有
者
の
高
齢
化
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
二
つ
の
老
い
が
進
行
す
る

日
本
に
お
い
て
は
、
区
分
所
有
建
物

の
再
生
の
円
滑
化
が
課
題
と
な
っ
て

お
り
、
そ
の
観
点
か
ら
、
現
行
法
上

存
在
す
る
建
替
え
決
議
の
多
数
決
要

件
の
緩
和
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
区
分
所
有
法
62
条
の
建
替
え
決
議

に
つ
い
て
、
現
行
の
特
別
多
数
決
要

件
（
区
分
所
有
者
及
び
議
決
権
の
各

５
分
の
４
以
上
）
を
、
改
正
法
に
お

い
て
、
①
４
分
の
３
に
引
き
下
げ
、

耐
震
性
不
足
な
ど
安
全
性
に
問
題
の

あ
る
一
定
の
客
観
的
事
由
が
あ
る
建

物
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
３
分
の
２
に

引
き
下
げ
た
場
合
（
Ａ
案
）、
あ
る

い
は
②
基
本
的
に
は
現
行
法
を
維
持

し
つ
つ
、
前
記
客
観
的
事
由
が
あ
る

建
物
に
つ
い
て
は
４
分
の
３
に
引
き

下
げ
た
場
合
（
Ｂ
案
）、
次
の
よ
う

な
実
務
へ
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

１ 
　
建
替
え
含
み
で
購
入
の
判

断
が
必
要

　
建
替
え
決
議
の
多
数
決
要
件
が
単

純
に
緩
和
さ
れ
た
Ａ
案
の
場
合
、
建

替
え
が
必
要
な
マ
ン
シ
ョ
ン
等
に
お

い
て
建
替
え
が
円
滑
に
促
進
さ
れ
る

反
面
、
建
替
え
が
必
要
と
ま
で
は
言

え
な
い
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
建
替
え

工
事
が
促
進
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。
ま
た
、
廃
棄
物
お
よ
び
C
O
2

増
加
等
の
環
境
問
題
に
な
る
可
能
性

や
、
１
区
分
所
有
者
あ
た
り
建
替
え

に
必
要
な
平
均
負
担
額
は
１
９
４
１

万
円
（
部
会
資
料
２
）
と
い
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
、
か
か
る
経
済
的
負
担

を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
区
分
所
有
者

は
建
替
え
に
反
対
し
売
渡
請
求
を
受

け
る
結
果
、
住
み
続
け
る
こ
と
や
事

業
利
用
し
続
け
る
こ
と
が
叶
わ
な
く

な
る
と
い
っ
た
影
響
が
考
え
ら
れ

る
。

　
マ
ン
シ
ョ
ン
等
購
入
者
と
し
て

は
、
戸
建
と
は
異
な
り
多
数
決
に
よ

区
分
所
有
法
改
正
と
実
務
で
の
捉
え
方

区
分
所
有
法
改
正
と
実
務
で
の
捉
え
方

　
２　
改
正
に
係
る
実
務
へ
の
影
響

　
２　
改
正
に
係
る
実
務
へ
の
影
響

深
沢
綜
合
法
律
事
務
所

深
沢
綜
合
法
律
事
務
所  

弁
護
士

弁
護
士
　　
大
桐
大
桐  

代
真
子
・
並
木

代
真
子
・
並
木  

俊
一
俊
一

T
O
P
I
C
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は
じ
め
に

　
国
・
地
方
公
共
団
体
な
ど
か
ら
企

業
や
個
人
事
業
主
に
給
付
さ
れ
る
資

金
と
し
て
補
助
金
が
あ
る
。
補
助
金

を
活
用
す
る
こ
と
で
、
事
業
の
拡
大

や
新
規
事
業
の
立
上
げ
、
商
品
開
発

や
生
産
設
備
の
更
新
な
ど
、
様
々
な

面
で
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
こ
で
は
、
補
助
金
の
概
要
か

ら
活
用
方
法
、
そ
し
て
注
意
す
べ
き

点
を
解
説
す
る
。

一　

補
助
金
の
概
要

１　
補
助
金
の
目
的

　
補
助
金
の
目
的
は
、
国
や
地
方
公

共
団
体
な
ど
が
政
策
を
推
進
す
る
た

め
で
あ
り
、
政
策
目
的
に
合
致
し
た

事
業
の
補
助
と
し
て
返
済
不
要
の
資

金
が
供
給
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
コ
ロ

ナ
禍
か
ら
の
経
済
活
性
化
が
政
策
な

ら
ば
事
業
を
立
て
直
す
た
め
の
支
出

を
補
助
す
る
、
商
店
街
を
活
性
化
す

る
こ
と
が
政
策
な
ら
ば
商
店
街
を
活

性
化
す
る
取
組
み
を
補
助
す
る
と

い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
国
の
補
助
金
の
場
合

に
は
、
各
省
庁
か
ら
の
予
算
と
関
連

事
業
に
紐
づ
い
た
制
度
と
し
て
執
行

さ
れ
る
。

２　
補
助
金
と
助
成
金
の
違
い

　
国
の
補
助
金
は
、
主
に
経
済
産
業

省
の
管
轄
で
あ
り
、
一
方
、
国
の
助

成
金
は
、
多
く
が
厚
生
労
働
省
の
管

轄
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
経

済
産
業
省
管
轄
の
補
助
金
は
、
事
業

者
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
支
援
す
る
も
の
で

あ
り
、
厚
生
労
働
省
管
轄
の
助
成
金

は
、
事
業
者
の
雇
用
や
従
業
員
の
労

働
環
境
整
備
・
改
善
を
支
援
す
る
も

の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
し
て
、
大
き
な
違
い
は
、
経
済

産
業
省
の
補
助
金
は
審
査
で
落
ち
る

こ
と
が
あ
る
が
、
厚
生
労
働
省
の
助

成
金
は
一
定
要
件
を
満
た
せ
ば
支
給

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。補
助
金
は
、

定
め
ら
れ
た
要
件
を
満
た
し
た
う
え

で
、
審
査
で
評
価
の
高
い
順
に
選
ば

れ
た
事
業
者
だ
け
に
支
給
さ
れ
る
、

つ
ま
り
要
件
を
満
た
し
て
い
て
も
補

助
金
が
受
け
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
あ

る
。

３ 　
補
助
金
申
請
か
ら
受
給
ま
で

の
流
れ

　
補
助
金
の
申
請
か
ら
受
給
ま
で
の

大
ま
か
な
フ
ロ
ー
に
つ
い
て
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
（
図
表
１
）。
ま
ず
、

補
助
金
を
用
い
て
取
り
組
む
事
業
計

画
な
ど
を
書
類
に
ま
と
め
て
、
そ
の

他
の
必
要
書
類
と
合
わ
せ
て
申
請
す

る
（
図
表
１
①
）。
そ
の
後
、
提
出

書
類
を
も
と
に
審
査
が
行
わ
れ
て
、

事
業
者
が
採
択
さ
れ
る
（
図
表
１

②
）。

　
採
択
後
、
通
常
は
交
付
申
請
を
行

う
。
経
費
の
詳
細
な
ど
を
記
載
し
た

交
付
申
請
書
を
提
出
し
、
問
題
な
け

れ
ば
交
付
決
定
と
な
る（
図
表
１
③
、

④
）。
こ
こ
か
ら
事
業
が
開
始
さ
れ
、

経
費
の
支
払
い
が
始
ま
る
（
図
表
１

⑤
）。

　
事
業
を
完
了
し
て
経
費
の
支
払
い

が
終
わ
っ
た
ら
、
実
績
報
告
を
行
う

（
図
表
１
⑥
）。そ
の
報
告
を
も
と
に
、

補
助
金
の
支
給
に
あ
た
っ
て
必
要
な

書
類
が
揃
っ
て
い
る
か
、
計
画
内
容

に
則
っ
た
取
組
み
を
行
っ
た
か
な
ど

が
検
査
さ
れ
る
。
事
業
現
場
に
実
地

調
査
す
る
場
合
も
あ
る
（
図
表
１

⑦
）。
そ
の
結
果
、
問
題
な
け
れ
ば

補
助
金
額
が
確
定
し
て
、
補
助
金
が

支
払
わ
れ
る
（
図
表
１
⑧
）。

　
一
般
的
に
、
補
助
金
の
公
募
が

あ
っ
て
か
ら
、
実
際
に
補
助
金
の
受

補
助
金
活
用
と
顧
客
支
援

補
助
金
活
用
と
顧
客
支
援

経
営
デ
ザ
イ
ン
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
オ
フ
ィ
ス

経
営
デ
ザ
イ
ン
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
オ
フ
ィ
ス  

代
表
代
表
　　
川
居
川
居  

宗
則
宗
則
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